
新たな避難指示区域における復興・復旧作業の放射線障害防止対策 

1 除染電離則等の改正のため、検討会を再開 ３ 検討会参集者 

４ スケジュール 

  原子力災害対策本部及び復興庁は、３月末をメドに、
東電福島第一原発周辺の避難区域を①帰還困難区域、②
居住制限区域、③避難指示解除準備区域に３区分する予
定である。（詳細別添１） 
  警戒区域の解除（時期未定）後、「避難指示解除準
備区域」については、①公的インフラ等の災害復旧作業、
②製造業等の事業再開、③病院、福祉施設等の再開準備、
④営農の再開、⑤付随する運輸作業等が可能となる。 
  今年１月１日に施行された「除染電離則」は、除染
等作業とそれに伴う廃棄物等の収集・運搬・保管のみを
適用の対象としているため、上記作業には適用が困難で
あり、同規則等の改正が必要。 
  このため、除染作業の際の専門家検討会を改組し、
避難区域内での労働者の放射線障害防止対策のあり方に
ついて検討を再開する。 

２ 検討会での検討事項 

除染電離則等の適用範囲の拡大と最適な規制内容 
 
① 土壌掘削等、除染の類似作業に対する対策 
② 比較的高い線量区域での屋外作業者への対策 
③ その他屋内労働者等への対策 
④ 汚染廃棄物の処分に関する対策 
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除染作業等に関する法令の適用関係等 

 
 
 

除去土壌・
汚染廃棄
物 
 
収集・ 
運搬・保管 

 
 
 

○5mSv/年  
（週40時間換
算で2.5μSv/h) 
○廃棄物濃度
1万Bq/kg 
 

 
 
 
除去土壌・ 
汚染廃棄物 
 
処分（施設内） 

電離放射線障害
防止規則適用 

（施設内における
管理された状態
での放射線業務） 

除染電離則適用 
（施設外における
除染等業務） 

施設外における除染等業務 施設内管理状態で
の放射線業務 

用語の意味 
 

・汚染特別地域等 
国又は自治体が除染を
実施する地域 1mSv/年  

(24時間換算
で0.23μSv/h) 

 
 
 

除染特別
地域等に
おける 

 
除染等 
作業 

 
 
 
 
 

施設外での 
除染等業務以外の業務 

新たな規制対象
とするかの検討 

 
 
 

除染特別地
域等における 

 
①公的インフラ等
の災害復旧、 
②製造業等の 
  事業再開、 
③病院、福祉施設 
  等の再開準備、 
④営農の再開、 
⑤付随する運搬 
  等 
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